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議案第１号 

  袖ケ浦市庁舎整備基金条例を廃止する条例の制定について 

袖ケ浦市庁舎整備基金条例を廃止する条例を別紙のように制定する。 

令和８年２月１７日提出 

 袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 袖ケ浦市庁舎整備工事の完了に伴い、所期の目的を達成したことから、

条例を廃止しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市庁舎整備基金条例を廃止する条例 

袖ケ浦市庁舎整備基金条例（平成２８年条例第３号）は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２号 

袖ケ浦市高額療養費貸付基金条例を廃止する条例の制定につ 

いて 

 袖ケ浦市高額療養費貸付基金条例を廃止する条例を別紙のように制定す

る。 

  令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 高額療養費の現物給付化により、長期間にわたり貸付の実績がないこと

から、条例を廃止しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市高額療養費貸付基金条例を廃止する条例 

袖ケ浦市高額療養費貸付基金条例（昭和５４年条例第５号）は、廃止す

る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３号 

袖ケ浦市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条 

例の制定について 

 袖ケ浦市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例を別紙の

ように制定する。 

  令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 出産育児一時金の直接支払制度等が充実したことにより、長期間にわた

り貸付の実績がないことから、条例を廃止しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条 

例 

袖ケ浦市国民健康保険出産費資金貸付基金条例（平成１４年条例第５

号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

袖ケ浦市袖ケ浦駅北側整備基金条例を廃止する条例の制定に 

ついて 

 袖ケ浦市袖ケ浦駅北側整備基金条例を廃止する条例を別紙のように制定

する。 

  令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 袖ケ浦都市計画事業袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業及びこれに関連

する事業がおおむね完了したことに伴い、所期の目的を達成したことから、

条例を廃止しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市袖ケ浦駅北側整備基金条例を廃止する条例 

袖ケ浦市袖ケ浦駅北側整備基金条例（平成１３年条例第９号）は、廃止

する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５号 

袖ケ浦市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

  令和８年２月１７日提出 

               袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社

会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）により行

政手続法（平成５年法律第８８号）が改正されることに伴い、条例の一部

を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市行政手続条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市行政手続条例（平成８年条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項

並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその

者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示

の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の

氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各

号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下こ

の項において「公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定

多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載

された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当

該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をするこ

とができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場

合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当

該通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」の次に「及び第４項」を、「同条

第３項」の次に「及び第４項」を、「と、」の次に「同項中」を加え、

「当該掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、当該掲示を始

めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、

「「同項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」

を「第２８条第３号」に改め、「、「同項各号」とあるのは「同条各号」

と」を削り、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第

３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の袖ケ浦市行政手続条例（以下この項において

「新条例」という。）第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条

例第２２条第３項（新条例第２５条後段において準用する場合を含

む。）及び第２９条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした

通知については、なお従前の例による。 
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議案第６号 

   袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 条例が掲げる目的を堅持し、市民一人ひとりが情報公開制度を公平かつ

円滑に利用できる環境を将来にわたって維持するため、制度の見直しを図

る必要があることから、条例の一部を改正しようとするものである。 

 

-16-



袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市情報公開条例（平成１１年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「第４条」を「第４条の２」に改める。 

第２条第３号中「若しくは」を「又は」に、「供し、又は」を「供する

こと、」に改め、「こと」の次に「その他規則で定める方法により行う開

示」を加え、同号ただし書を削る。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（公開請求権の濫用禁止） 

第４条の２ この条例に基づく公文書の公開を請求する権利は、これを濫

用してはならない。 

２ 実施機関は、前項に規定する公文書の公開を請求する権利の濫用に当

たる請求があったと認めるときは、当該請求を却下することができる。 

第９条に次のただし書を加える。 

ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認

められるときは、この限りでない。 

第１５条を次のように改める。 

（公開請求に係る手数料等） 

第１５条 公開請求をする者又は公文書の公開を受けようとする者は、次

の各号に掲げる手数料の区分に応じ、規則で定める方法により、それぞ

れ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。この場合に

おいて、複数の実施機関に対する一括した請求は、実施機関ごとに１件

の請求があったものとみなす。 

(1) 公開請求に係る手数料（以下「公開請求手数料」という。） 公

開請求に係る公文書１件（決裁、供覧等の手続を一にするものをい

う。以下同じ。）当たり２００円 

(2) 公開の実施に係る手数料（以下「公開実施手数料」という。）〇  
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公開を受ける公文書１件につき、別表の左欄に掲げる公文書の種別ご

とに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応じ、それぞれ同表の

右欄に定める額（複数の実施の方法により公開を受ける場合にあって

は、その合算額。以下この号において「基本額」という。）から前号

に定める額に相当する額を減じた額。ただし、基本額が前号に定める

額に相当する額を超えないときの公開実施手数料は無料とする。 

２ 公開請求者が次のいずれにも該当する複数の公文書の公開請求を一の

公開請求書によって行うときは、当該複数の公文書を１件の公文書とみ

なす。 

(1) 同一の簿冊等にまとめられた複数の公文書 

(2) 相互に密接な関連を有すると実施機関が認めた複数の公文書 

３ 公開請求手数料は公開請求書を提出する時に、公開実施手数料は当該

額について通知を受けた日（第５項の規定により公開実施手数料が免除

された場合は、この免除の決定を受けた日）から１月以内又は公開の実

施を受ける日のいずれか早い日までに納付しなければならない。ただ

し、当該日までに公開実施手数料を納付をすることができないことにつ

き正当な理由があるときは実施機関が別に定める日までに納付するもの

とし、納付後に公文書の公開を行うものとする。 

４ 既に納入された公開請求手数料及び公開実施手数料は、返還しない。

ただし、公開請求者の責めに帰することができない事由その他実施機関

が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

５ 実施機関は、公開請求者が経済的困難その他の規則で定める特別の理

由により公開実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、公開を

受ける公文書１件につき２，０００円を限度として、公開実施手数料を

免除することができる。 

６ 公開請求者は、公開決定に基づく公文書の公開を受ける場合において

は、送付に要する費用を納付して、当該公文書の写し等の送付を求める

ことができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定
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める方法により前納しなければならない。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１５条関係） 

公文書の種別 公開の実施の方法 公開実施手数料の基礎となる額 

１  文書、図

画又は写真 

閲覧 １００枚までごとに１００円 

写しの交付 モノクローム 日 本 産 業 規 格

Ａ 列 ３ 番 以 内

の 用 紙 １ 枚 に

つ き １ ０ 円 

カラー 日 本 産 業 規 格

Ａ 列 ３ 番 以 内

の 用 紙 １ 枚 に

つ き ５ ０ 円 

２ フィルム 用紙に出力したも

のの閲覧 

用紙１００枚までごとに１００

円 

用紙に出力したも

のの交付 

モノクローム 日 本 産 業 規 格

Ａ 列 ３ 番 以 内

の 用 紙 １ 枚 に

つ き １ ０ 円 

３  電磁的記

録（４に該当

するものを除

く） 

用紙に出力したも

のの閲覧 

用紙１００枚までごとに１００

円 

用紙に出力したも

のの交付 

モノクローム 日 本 産 業 規 格

Ａ 列 ３ 番 以 内 
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 の 用 紙 １ 枚 に

つ き １ ０ 円 

カラー 日 本 産 業 規 格

Ａ 列 ３ 番 以 内

の 用 紙 １ 枚 に

つ き ５ ０ 円 

光ディスクに複写

したものの交付 

１枚につき１００円に１ファイ

ルごとに２１０円を加えた額 

機器により再生し

たものの視聴 

１ファイルにつき４１０円 

４  録音テー

プ又は録画テ

ープ 

機器により再生し

たものの視聴 

１巻につき２９０円 

備考 

１ 用紙の両面に複写するときは、片面を１枚として金額を算定する。 

２ 文書、図画若しくは写真の写し又はフィルム若しくは電磁的記録を

用紙に出力したものの写しを交付する場合において、日本産業規格Ａ

列３番を超える規格の用紙を使用するときは、Ａ列３番の用紙を用い

た場合の枚数に換算して金額を算定する。 

３ 電磁的記録を公開する場合において、この表に掲げる公開の方法及

び金額により難いときは、規則で定めるところにより公開実施手数料

を徴収する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第４条の次に

-20-



１条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の袖ケ浦市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に

された公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、

なお従前の例による。 
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議案第７号 

   袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する 

   条例の制定について 

 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のように制定する。 

  令和８年２月１７日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、職員に係る通勤

手当の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例 

袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例（昭和４６年条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項第２号中「及び次項」を「から第３項まで」に改め、同

条第２項第１号中「市長の」を削り、同項第２号中「１箇月当り」を「１

箇月当たり」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３項」に、「事情」

を「実情」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を

加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自転車等の駐車のための施

設（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。

以下この項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担

することを常例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の

額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 １箇月につき５，０００円を超えない範

囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定め

る額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１４条関係） 

片道の使用距離 額 

２キロメートル以上４キロメートル未満 ２，０００円 

４キロメートル以上６キロメートル未満 ４，２４０円 

６キロメートル以上８キロメートル未満 ５，２７０円 
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８キロメートル以上１０キロメートル未満 ６，３００円 

１０キロメートル以上１２キロメートル未満 ７，３４０円 

１２キロメートル以上１４キロメートル未満 ８，６５０円 

１４キロメートル以上１６キロメートル未満 ９，９８０円 

１６キロメートル以上１８キロメートル未満 １１，３１０円 

１８キロメートル以上２０キロメートル未満 １２，６４０円 

２０キロメートル以上２２キロメートル未満 １３，９６０円 

２２キロメートル以上２４キロメートル未満 １５，２４０円 

２４キロメートル以上２６キロメートル未満 １６，５１０円 

２６キロメートル以上２８キロメートル未満 １７，７８０円 

２８キロメートル以上３０キロメートル未満 １９，０５０円 

３０キロメートル以上３２キロメートル未満 ２０，３２０円 

３２キロメートル以上３４キロメートル未満 ２１，５２０円 

３４キロメートル以上３６キロメートル未満 ２２，７２０円 

３６キロメートル以上３８キロメートル未満 ２３，９１０円 

３８キロメートル以上４０キロメートル未満 ２５，１００円 

４０キロメートル以上４２キロメートル未満 ２６，２９０円 

４２キロメートル以上 ２７，４８０円 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正）  

２ 袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第３０条第２項中「及び第３項」を「から第４項まで」に改める。 

-25-



議案第８号 

   袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

  令和８年２月１７日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務の状況と社会情勢を踏まえ、

学校医等の報酬水準の見直しを図るため、条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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１２５，０００

（加算額）担当

する児童生徒数

に１００を乗じ

て得た額 

１２５，０００

（加算額）担当

する児童生徒数

に１００を乗じ

て得た額 

８５，０００

 

 

１１３，０００

（加算額）担当

する児童生徒数

に１００を乗じ

て得た額 

１１３，０００

（加算額）担当

する児童生徒数

に１００を乗じ

て得た額 

７７，５００

 

袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和４６年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

    「            「 

 

 

 

 

 別表中           を           に改める。 

 

 

 

 

 

          」            」  

   附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第９号 

袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和７年度税制改正により生じる一部の第１号被保険者の介護保険料へ

の影響を抑えるため、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の

一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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袖ケ浦市条例第  号                                                                                                                             

袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市介護保険条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１１条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において袖

ケ浦市に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定によ

る市町村民税の賦課期日において袖ケ浦市に住所を有する者（同法第２

９４条第３項の規定により袖ケ浦市の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において

同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者

（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。

以下同じ。）の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、

第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるの

は、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、
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同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規

定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によ

るものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除

して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれ

ている者（同年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号

ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２

８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得

の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円

を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれ
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ている者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号

ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２

８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得

の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円

から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に

規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の

一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正

前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応

じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をい

う。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法に

よる特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得

金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１２条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する
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世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、

かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき

は、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が

課されているものとみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年

度分の保険料の賦課期日において袖ケ浦市に住所を有しない者を除

く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の

賦課期日において袖ケ浦市に住所を有するもの（同法第２９４条第３

項の規定により袖ケ浦市の住民基本台帳に記録されている者とみなさ

れた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令

和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないものであ

って、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満

であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以

下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円

未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して

得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円

未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して

得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与

等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第

１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別

表第５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金

額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額を控除して得た額以下である場合 
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(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令

和８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であっ

て、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万千円以上６５万千円未満

であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める

基準に従い袖ケ浦市税条例（平成５年条例第１号）第２４条第２項

で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中

の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万千円以上１６１万９千円

未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定

める基準に従い袖ケ浦市税条例第２４条第２項で定める金額から同

年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９千円以上１９０万円

未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定

める基準に従い袖ケ浦市税条例第２４条第２項で定める金額から同

年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中の給

与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金

額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下

である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３

条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に

掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれか

に該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されている者とみなす。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１０号 

   袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに

関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４

号）の一部が改正され、簡易サウナ設備に必要な技術基準が規定されたこ

となどに伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市火災予防条例（昭和４６年条例第８０号）の一部を次のように

改正する。 

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中

「サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般

サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設

備をいう。）をいう。以下同じ。）」に改め、同項第２号中「サウナ設

備」を「一般サウナ設備」に改め、同条第２項中「サウナ設備」を「一般

サウナ設備」に改め、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加

える。 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設け

るテント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）

又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のも

のをいう。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下の

ものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）

の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物

等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等

及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上

の距離を保つこと。 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を

遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪

を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発

生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この

限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の
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基準については、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで、

第１７号から第１８号の３まで、第２項第６号及び第３項並びに第４項

を除く。）及び第５条第１項の規定を準用する。 

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレー

カー」を加える。 

第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

(6)の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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議案第１１号 

袖ケ浦市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和８年２月１７日提出 

  袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 公共下水道事業の経営基盤を強化し、持続可能なものとすることを目的

に下水道使用料金の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするもの

である。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市下水道条例の一部を改正する条例 

第１条 袖ケ浦市下水道条例（昭和５８年条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１７条関係） 

区分 使用料 

一般 

汚水 

基本使用料

（２月につ

き） 

従量使用料（２月につき） 

汚水排除量 使用料（１立方メ

ートルにつき） 

２，１８４

円６０銭 

２０立方メートルまでの分 ５円５０銭 

２０立方メートルを超え４０

立方メートルまでの分 

１３２円 

４０立方メートルを超え６０

立方メートルまでの分 

１５７円３０銭 

６０立方メートルを超え１０

０立方メートルまでの分 

１８５円９０銭 

１００立方メートルを超え３ ２０４円６０銭 

００立方メートルまでの分  

３００立方メートルを超え５

００立方メートルまでの分 

２２４円４０銭 

５００立方メートルを超える

分 

２４４円２０銭 

臨時 

汚水 

１立方メートルにつき２１７円８０銭 

第２条 袖ケ浦市下水道条例の一部を次のように改正する。 

別表第１一般汚水の項中「２，１８４円６０銭」を「２，２１１円」
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に、「５円５０銭」を「１１円」に、「１３２円」を「１３７円５０

銭」に、「１５７円３０銭」を「１６５円」に、「１８５円９０銭」を

「１９８円」に、「２０４円６０銭」を「２２０円」に、「２２４円４

０銭」を「２４２円」に、「２４４円２０銭」を「２６４円」に改め、

同表臨時汚水の項中「２１７円８０銭」を「２３１円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は令和８年１０月１日から、第２条の規定は

令和１０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の袖ケ浦市下水道条例別表第１の規定は、

令和８年１０月１日以後の使用に係る使用料の算定から適用し、同日前

の使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、令和８年１０月１日以後に徴収する使用料のう

ちその算定の基礎となる排除した汚水の量に係る公共下水道の使用期間

が同日前から引き続いているものについては、当該使用期間において各

日均等に公共下水道に汚水を排除したものとみなして、日割によって計

算する。 

４ 第２条の規定による改正後の袖ケ浦市下水道条例別表第１の規定は、

令和１０年４月１日以後の使用に係る使用料の算定から適用し、同日前

の使用に係る使用料の算定については、第１条の規定による改正後の袖

ケ浦市下水道条例別表第１の規定の例による。 

５ 前項の場合において、令和１０年４月１日以後に徴収する使用料のう

ちその算定の基礎となる排除した汚水の量に係る公共下水道の使用期間

が同日前から引き続いているものについては、当該使用期間において各

日均等に公共下水道に汚水を排除したものとみなして、日割によって計

算する。 

６ 第３項及び前項の規定により算定した使用料の額に１円未満の端数が
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あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
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議案第１２号 

袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例及び袖ケ浦市農業集落排 

水処理施設のうち流末を公共下水道へ接続する区域の管理条 

例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例及び袖ケ浦市農業集落排水処理施設

のうち流末を公共下水道へ接続する区域の管理条例の一部を改正する条例

を別紙のように制定する。 

令和８年２月１７日提出 

  袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

農業集落排水事業の経営基盤を強化し、持続可能なものとすることを目

的に農業集落排水処理施設使用料金の改定を行うため、関係する条例の一

部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例及び袖ケ浦市農業集落排

水処理施設のうち流末を公共下水道へ接続する区域の管理条

例の一部を改正する条例 

 （袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第１条 袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例（平成９年条例第２０号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１８条関係） 

区分 使用料 

一般 

汚水 

基本使用料

（２月につ

き） 

従量使用料（２月につき） 

汚水排除量 使用料（１立方メ

ートルにつき） 

２，１８４

円６０銭 

２０立方メートルまでの分 ５円５０銭 

２０立方メートルを超え４０

立方メートルまでの分 

１３２円 

４０立方メートルを超え６０

立方メートルまでの分 

１５７円３０銭 

６０立方メートルを超え１０

０立方メートルまでの分 

１８５円９０銭 

１００立方メートルを超え３

００立方メートルまでの分 

２０４円６０銭 

３００立方メートルを超え５

００立方メートルまでの分 

２２４円４０銭 

５００立方メートルを超える

分 

２４４円２０銭 

臨時 １立方メートルにつき２１７円８０銭 
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汚水  

第２条 袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例の一部を次のように改正する。 

別表第２一般汚水の項中「２，１８４円６０銭」を「２，２１１円」

に、「５円５０銭」を「１１円」に、「１３２円」を「１３７円５０

銭」に、「１５７円３０銭」を「１６５円」に、「１８５円９０銭」を

「１９８円」に、「２０４円６０銭」を「２２０円」に、「２２４円４

０銭」を「２４２円」に、「２４４円２０銭」を「２６４円」に改め、

同表臨時汚水の項中「２１７円８０銭」を「２３１円」に改める。 

 （袖ケ浦市農業集落排水処理施設のうち流末を公共下水道へ接続する区

域の管理条例の一部改正） 

第３条 袖ケ浦市農業集落排水処理施設のうち流末を公共下水道へ接続す

る区域の管理条例（平成１４年条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１７条関係） 

区分 使用料 

一般 

汚水 

基本使用料

（２月につ

き） 

従量使用料（２月につき） 

汚水排除量 使用料（１立方メ

ートルにつき） 

２，１８４

円６０銭 

２０立方メートルまでの分 ５円５０銭 

２０立方メートルを超え４０

立方メートルまでの分 

１３２円 

４０立方メートルを超え６０

立方メートルまでの分 

１５７円３０銭 

６０立方メートルを超え１０

０立方メートルまでの分 

１８５円９０銭 

１００立方メートルを超え３ ２０４円６０銭 
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００立方メートルまでの分 

３００立方メートルを超え５

００立方メートルまでの分 

２２４円４０銭 

５００立方メートルを超える

分 

２４４円２０銭 

臨時 １立方メートルにつき２１７円８０銭 

汚水 

第４条 袖ケ浦市農業集落排水処理施設のうち流末を公共下水道へ接続す

る区域の管理条例の一部を次のように改正する。 

別表第２一般汚水の項中「２，１８４円６０銭」を「２，２１１円」

に、「５円５０銭」を「１１円」に、「１３２円」を「１３７円５０

銭」に、「１５７円３０銭」を「１６５円」に、「１８５円９０銭」を

「１９８円」に、「２０４円６０銭」を「２２０円」に、「２２４円４

０銭」を「２４２円」に、「２４４円２０銭」を「２６４円」に改め、

同表臨時汚水の項中「２１７円８０銭」を「２３１円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条及び第３条の規定は令和８年１０月１日から、第２

条及び第４条の規定は令和１０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例別表

第２の規定及び第３条の規定による改正後の袖ケ浦市農業集落排水処理

施設のうち流末を公共下水道へ接続する区域の管理条例別表第２の規定

は、令和８年１０月１日以後の使用に係る使用料の算定から適用し、同

日前の使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、令和８年１０月１日以後に徴収する使用料のう

ちその算定の基礎となる排除した汚水の量に係る農業集落排水処理施設

の使用期間が同日前から引き続いているものについては、当該使用期間
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において各日均等に農業集落排水処理施設に汚水を排除したものとみな

して、日割によって計算する。 

４ 第２条の規定による改正後の袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例別表

第２の規定は、令和１０年４月１日以後の使用に係る算定から適用し、

同日前の使用に係る使用料の算定については、第１条の規定による改正

後の袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例別表第２の規定の例による。 

５ 第４条の規定による改正後の袖ケ浦市農業集落排水処理施設のうち流

末を公共下水道へ接続する区域の管理条例別表第２の規定は、令和１０

年４月１日以後の使用に係る算定から適用し、同日前の使用に係る使用

料の算定については、第３条の規定による改正後の袖ケ浦市農業集落排

水処理施設のうち流末を公共下水道へ接続する区域の管理条例別表第２

の規定の例による。 

６ 前２項の場合において、令和１０年４月１日以後に徴収する使用料の

うちその算定の基礎となる排除した汚水の量に係る農業集落排水処理施

設の使用期間が同日前から引き続いているものについては、当該使用期

間において各日均等に農業集落排水処理施設に汚水を排除したものとみ

なして、日割によって計算する。 

７ 第３項及び前項の規定により算定した使用料の額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
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議案第１３号 

   市道路線の変更について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、市

道路線を別紙のように変更する。 

  令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 市道奈良輪４３号線に続く道路が宅地開発事業により築造されたため、

当該市道の終点を変更することについて、道路法第１０条第３項において

準用する同法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものである。 
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変  更  調  書 

 

（変更路線一覧） 

路 線 名 変更 
起  点 （地先） 

終  点 （地先） 

奈良輪４３号線 

新 
奈良輪字宮田３５６番１１   

奈良輪字宮田３４９番１０ 

旧 
奈良輪字宮田３５６番１１ 

奈良輪字宮田３５１番５ 
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議案第１４号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、市道

路線を別紙のように認定する。 

  令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 宅地開発事業により築造された道路を市道路線として認定することにつ

いて、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものである。
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認  定  調  書 

 

（認定路線一覧） 

路 線 名 
起  点 （地先） 

終  点 （地先） 

奈良輪５０号線 
奈良輪字三ケ所原１６９４番１３ 

奈良輪字三ケ所原１６９４番７ 

奈良輪５１号線 
奈良輪字宮田３８５番３ 

奈良輪字宮田３７８番４ 
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議案第１５号 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する 

法律に規定する特定事業に係る契約の変更について 

市は、令和３年第２回（２月招集）議会定例会議案第１０号において、

議決を得た契約を次のとおり変更する。 

令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

記 

１ 原 契 約 の 名 称  第２期君津地域広域廃棄物処理事業 

２ 原 契 約 の 相 手 方  富津市新富２１番３ 

株式会社上総安房クリーンシステム 

代表取締役 高畠 豪 

３ 変 更 後 の 契 約 金 額  ９０，１４７，６８９，９００円（消費税及

び地方消費税込み） 

（今回変更による増額   ７，５０１，９５０，９００円） 

 

 

 

 

提案理由 

第２期君津地域広域廃棄物処理事業について、原契約の相手方より申出

のあった賃金及び物価等の上昇を原因としたサービス対価の変更請求等に

基づき、特定事業に係る契約の変更契約を締結するに当たり、民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第

１１７号）第１２条及び袖ケ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和４６年条例第３４号）第２条の規定により、

議会の議決を求めるものである。 
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議案第２６号 

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を

求める。 

令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和８年２月８日の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

要するための経費について、予算の補正が必要となり、特に緊急を要した

ため令和８年１月１６日に専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると認めるので、次のとおり専決処分する。 

記 

専決第１号 

令和７年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第７号） 

（別紙のとおり） 

令和８年１月１６日 

袖ケ浦市長 粕 谷 智 浩 
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専決第１号 

   令和７年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第７号） 

令和７年度袖ケ浦市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８，１９５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３２，５０６，６７１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入

歳出予算補正」による。 

 

  令和８年１月１６日 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   
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款 補  正  額 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

県 支 出 金17 2,538,703 37,146 2,575,849

3 187,763 37,146 224,909県 委 託 金

繰 入 金20 1,123,416 1,049 1,124,465

2 1,095,522 1,049 1,096,571基 金 繰 入 金

32,506,671歳              入              合              計 32,468,476 38,195
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補  正  額 計款

（単位：千円）歳 出

項 補 正 前 の 額

総 務 費2 4,223,932 38,195 4,262,127

選 挙 費4 81,266 38,195 119,461

32,506,671歳              出              合              計 32,468,476 38,195
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報告第１号  

袖ケ浦市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更の報告に  

ついて  

袖ケ浦市新型インフルエンザ等対策行動計画を変更したので、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第８条第８項の

規定において準用する同条第６項の規定により報告する。 

令和８年２月１７日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   
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報告第２号 

専決処分の報告について 

地方自治法（ 昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

令和８年２月１７日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   
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専 決 処 分 書 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

記 

専決第２号 

袖ケ浦市三黒６６９番地先（市道永地寺ノ越線）で発生した車両物損事故

に係る和解及び損害賠償の額の決定について 

１ 事 故 発 生 年 月 日 令和５年６月１７日 

２ 事 故 発 生 場 所 袖ケ浦市三黒６６９番地先（市道永地寺ノ越線） 

３ 事 故 の 相 手 方 法人 

４ 市 の 損 害 賠 償 額 ２５９，１０５円 

５ 相手方の損害賠償額 なし 

６ 賠 償 の 理 由  令和５年６月１７日午前１０時３０分頃、袖ケ浦市三黒

６６９番地先（市道永地寺ノ越線）において、相手方車両が

当該箇所を通過する際、道路陥没により、車両の左前輪に

損傷を与えた。 

この事故については、双方に過失があるので、上記金額

を賠償し和解する。袖ケ浦市及び法人は、このほかの請求

権を放棄する。 

令和８年２月５日 

袖ケ浦市長 粕 谷 智 浩 
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